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　令和3年度における本市職員の任免、勤務、処分、給与などの人事行政の運営などの状況について、市民の皆さんに広く知っていただくため、
そのあらましをお知らせします。なお、詳しくは、市のホームページに掲載していますので、併せてご覧ください。　� 問　　人事課（内線４０６６）

２　職員の人事評価の状況
　職員の昇任その他人事管理の基礎とするため、平成２８年度から能力・実績に基づく
人事評価制度を実施しています。基本的に全ての一般職員を対象としており、評価の種
類は、業績評価および能力評価となっています。本人参画型の評価制度とするため、評
価者の評価前に職員が自己申告を行っています。
　人事評価制度は、仕事の成果（業務目標の達成度）や顕在化した能力を期間ごと（業績評
価：半年、能力評価：１年）に評価することで、職員が自身の強み・弱みを客観的に把握し、主体
的な職務遂行の実現や自己啓発の促進が図られるようになるなど、人材育成と組織体制の
強化から行政サービスの向上につなげるマネジメントツールの１つとして活用されています。

４　職員の分限および懲戒処分の状況
（1）分限処分の状況
　分限処分とは、勤務実績不良の場合、心身の故障の場合、その職に必要な適格性を
欠く場合などにおいて、公務能率の維持および適正な行政運営の確保を図るために行
われる処分です。
　ア　降任　０人　　イ　免職　０人　　ウ　休職　１7人　　エ　降給　０人

（2）懲戒処分の状況
　懲戒処分とは、法令違反や職務上の義務違反、全体の奉仕者としてふさわしくない非
行など、一定の義務違反を行った職員に対して、公務の規律と秩序維持を目的として行
われる処分です。
　ア　戒告　3人　　イ　減給　1人　　ウ　停職　0人　　エ　免職　０人
５　職員の退職管理の状況
（1）退職管理の概要
　地方公務員法第３８条の２の規定により、職員が離職後、営利企業などの地位に就い
た場合、離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関などの組織に対し、営
利企業などとの間で締結される売買、賃貸、請負などの契約などに関する事務であっ
て、離職前５年間の職務に属するものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするよう
に、またはしないように要求・依頼してはならないとされています。
　また、職員は再就職者による依頼などがあった場合、公平委員会に届け出なければな
らないとされています。
　市では適正な退職管理のため、市職員の退職管理に関する規則を定め、職務の公平
な執行および住民の信頼確保に努めています。

（2）承認申請書および再就職者による依頼などの届出件数
　ア　地方公務員法第３８条の２第６項第６号の規定による承認申請書の届出件数　０件
　イ　地方公務員法第３８条の２第７項の規定による再就職者による依頼などの届出件数　０件

６　職員の福祉および利益の保護の状況
（1）職員の健康診断の状況　定期健康診断、人間ドック、各種がん検診などを実施しています。
（2）公務災害補償の状況　地方公務員災害補償基金宮城県支部に加入
　　発生５件　認定５件（うち公務災害４件、通勤災害１件）

石巻市職員の人事行政運営などのあらまし

（3）職員の初任給の状況（令和3年４月１日現在）
区　分 石巻市 宮城県 国

一　般
行政職

大学卒 182,200円 189,600円 182,200円
短大卒 163,100円 169,800円 163,100円
高校卒 150,600円 155,700円 150,600円

７　職員の給与の状況
（1）人件費の状況（令和3年度普通会計決算）

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

住民基本台帳人口
（令和2年度末）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ／Ａ

(参考)令和2年度
の人件費率

140,068人 156,977,288千円 5,032,107千円 11,608,806千円 7.4％ 6.9％

（2）職員給与費の状況（令和3年度普通会計決算）

※職員手当には、退職手当組合負担金は含みません。※職員数には病院などの公営企業会計に属する
職員や、国民健康保険などの公営事業に従事する職員は含みません。

職員数
Ａ

給与費 １人当たりの
給与費
Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

1,330人 5,272,205千円 1,168,662千円 1,997,173千円 8,438,040千円 6,344千円

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　職員の勤務時間その他の勤務条件は、国および他の地方公共団体の職員との均衡
を考慮して条例などで定めています。

（1）勤務時間および休憩時間の状況（令和３年４月１日現在）
　ア　１週間の勤務時間　３８時間４５分　　イ　開始時刻　午前８時３０分
　ウ　終了時刻　午後５時　　　　　　　 エ　休憩時間　正午～午後０時４５分

（2）年次有給休暇の取得状況　　　　　　　（3）時間外勤務および休日勤務の状況

（4）病気休暇　職員が疾病にかかり、または負傷を受け、そのための療養をするときは、
療養のための休暇を取得することができます。

（5）特別休暇　結婚、出産、子の看護など一定の要件に該当するときは、特別休暇を取
得することができます。

（6）育児休業等取得の状況（令和3年度に取得した者。（　）内は年度中に新たに取得した者）

区　分 平均取得日数
市長の事務部局 １１日　 　４１分

教育委員会の事務部局 １１日７時間１２分
その他 １１日７時間２６分
平均 １１日１時間４２分

育児休業取得者 部分休業取得者 育児短時間勤務取得者
６６人（３０人） ４８人（１９人） ０人（０人）

時間外・休日勤務
総時間数 ２７５，７４７時間

職員１人当たり時間外・
休日勤務時間数 201.13時間

（4）一般行政職の級別職員数の状況（令和3年４月１日現在）
区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

合　計標準的な
職務内容 主事 主事 主査・

主任主事 主幹 課長補佐 課長 次長 部長

職員数 88人 86人 317人 120人 168人 89人 29人 23人 920人

構成比
（下段は１年前）

9.6％ 9.3％ 34.5％ 13.0％ 18.3％ 9.7％ 3.1％ 2.5％ 100.0％
11.1％ 10.7％ 32.5％ 15.3％ 15.0％ 10.1％ 2.8％ 2.5％ 100.0％

※１　石巻市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（5）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和3年４月１日現在）
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
310,151円 399,166円 45.1歳 306,612円 327,476円 53.6歳 

１　職員の任免に関する状況
（1）採用者の状況（一般職）
　ア　一般行政職　　　　　２9人（ 行政２３人、保健師２人、栄養士２人、
 社会福祉士１人、保育士１人）
　イ　一般行政職（任期付）　１９人（行政１人、保育士１８人）
　ウ　一般行政職（再任用）　２７人（行政２２人、保健師３人、栄養士１人、保育士１人）
　エ　労務職（再任用）　　　  ６人
　オ　医療職　　　　　　　  ９人（医師５人、看護師４人）
　カ　医療職（再任用）　　　  １人（看護師１人）
　キ　教育職　　　　　　　１０人（市立高等学校教諭７人、指導主事３人）

（2）職員の退職に関する状況（一般職）
　令和３年度に退職した一般職の職員は、次のとおりです。 
定年退職 勧奨退職 普通退職 任期満了 分限免職 懲戒免職 死亡退職 左記以外事由 合　計

４３人 ９人 ４３人 ４８人 ０人 ０人 ４人 １人 １４８人

（3）昇任制度の概要と実施状況
　職員の昇任については、選考を行っており勤務成績が良好であることが必要です。
部長級 次長級 課長級 課長補佐級 主査級 主任主事級 主任労務級 合　計
９人 １５人 １５人 ２７人 ９人 ４７人 １３人 １３５人

(4)障害者の任用状況
　 令和3年６月１日現在の身体などに障害のある職員の任用状況は、次のとおりです。

法定雇用障害者数の算定の
基礎となる職員の数

職員のうち障害のある職員数
普通障害者数 特別障害者数 合　計

２，２００．５人 ２９．５人 ３１人 ６０．５人

（6）職員手当の状況（令和3年度決算状況または令和3年４月１日現在）

区　分 １人当たりの平均支給額
または支給単価

国の制度
との異同 備考

期末・勤勉手当 1,367千円 同

退職手当 自己都合等  　2,800千円
勧奨・定年　20,827千円 同

１人当たりの平均支給額は、令和
3年度に退職した全職種に係る
職員に支給された平均額です。

地域手当 595,587円 同 医師16％、仙台市在勤職員6％
市立病院、牡鹿病院を除きます。

特殊勤務手当 355,129円
【手当支給職員数割合7.1％】

異
（手当種類19種）市立病院、牡鹿病院を除きます。

扶養手当

配偶者6,500円、子10,000円、配偶者以
外の親族6,500円
※ 扶養親族である子のうち、満15歳に達す

る日後の最初の4月1日から満22歳に達
する日以後の最初の3月31日までの間
にある子1人につき5,000円加算

同

住居手当

・月額27,000円以下の家賃の場合
　家賃月額から16,000円を控除した額
・月額27,000円を超える家賃の場合
　家賃月額から27,000円を控除した額の２分の１
（限度額17,000円）に11,000円を加算した額

同

通勤手当
・交通機関等利用者
　最高支給限度額 55,000円
・交通用具利用者（片道2km以上）
　2,000円～31,600円

同

時間外勤務手当 524千円 同 市立病院、牡鹿病院を除きます。

（7）特別職の報酬などの状況（令和3年度）
区　分 給料月額等
給　料 市長　1,000,000円 副市長　811,000円 教育長　705,000円
議員報酬 議長　　545,000円 副議長　481,000円 議員　   444,000円

期末手当 　　市長・副市長　　　　（支給割合）　年間　3.25月　加算措置　有
　　議長・副議長・議員　  （支給割合）　年間　3.25月　加算措置　有

退職手当
市長

　（算定方式） 　　　 （支給時期）
100分の44×在職月数　任期毎に支給

副市長
　（算定方式）   　      （支給時期）

100分の26×在職月数　任期毎に支給

※上記表には、特別職を含みません。また、職員数には、自治法派遣職員（４９人）を含みません。

（8）職員定数および職員数（令和3年４月１日現在）
区　分 定　数 職員数

市長の事務部局（病院局を除く）の職員 1,600人 1,205人
病院局の職員 250人 239人
議会の事務局の職員 12人 11人
選挙管理委員会の事務局の職員 7人 6人
監査委員の事務局の職員 7人 6人
農業委員会の事務局の職員 11人 10人
教育委員会の事務局および教育委員会の所管に属する
学校以外の教育機関の職員 200人 151人

教育委員会の所管に属する学校の職員 165人 95人
合　計 2,252人 1,723人
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令和5年度市民税・県民税申告のお知らせ
＜市民税・県民税の申告が必要な方と不要な方＞ ＜申告に必要なもの＞

○事業所得（営業等・農業）、不動産所得のあった方
　→収入や経費などがわかる各種帳簿および領収書
　　円滑な申告相談のため、帳簿などは必ずまとめてくるようお願いします。
○給与所得、年金所得のあった方
　→令和４年分の源泉徴収票または給与支払明細書
○次の領収書および証明書（令和４年中に支払ったもの）
　→生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の支払証明書
　→国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、そ

の他社会保険料の領収書または証明書
　・障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
　・医療費控除を受ける方は次の２種類から選ぶことができます。
　①通常の医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」または健康保険組

合などから送られてくる医療費通知書（「医療費のお知らせ」）および保険な
どで補てんされた金額の明細書

　　必ず医療費の合計額を計算した上でお越しください。
　②セルフメディケーション税制を受ける方は、「セルフメディケーション税制の明細書」
　　必ず対象薬品などを確認し合計額を計算した上でお越しください。
　※医療費の領収書、保険などで補てんされた金額の明細書やセルフメディケー

ション税制の領収書および一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
は、自宅で５年間保管してください。税務署から求められたときは、提示または
提出をしなければなりません。

○地方公共団体への土地建物の売却があった方→買取証明書など
○所得税の還付を受ける場合は、口座番号がわかるもの
○個人番号が確認できる証明書類および身元確認書類
　（例：マイナンバーカード、通知カードと免許証など）
※身元確認ができない場合、申告を受け付けできません。
※同一世帯以外の方が代理で申告をする場合は委任状が必要です。
問　市民税課（内線3094～3098）

スタート
１月１日現在石巻市に住んでいますか？

１月１日現在にお住まいの市町村へご確認ください。

下記の①～④に該当する申告を行う予定ですか？
①初めての住宅ローン控除
②国・県・市以外への不動産の譲渡
③青色申告
④災害による住宅や家財などの損害

昨年中収入はありましたか？

税務署で所得税の確定申告を行いますか？

収入は給与でしたか？

収入は公的年金のみでしたか？ 申告が必要です

申告は必要ありません
　ただし、社会保険料控除や生命保険料控除など
の所得控除があれば、申告をすると有利になる場
合があります。

申告は必要ありません
　ただし、医療費控除などの所得控除を受ける
場合は、申告をしてください。

勤務先で年末調整が済んでおり、
その内容に変更はありませんか？

給与以外に営業・農業・不動産などの所得がありますか？
または２カ所以上から給与を受けていますか？

市民税・県民税の申告は必要ありません

申告は必要ありません
　ただし、国民健康保険に加入している方や、公営住宅へ入居
している方、児童扶養手当を受給している方、所得に関する証
明書が必要な方などは、申告を行ってください。

税務署での確定申告が必要です
ところ　石巻税務署
と　き　２月１日（水）～３月１５日（水）
　　　　午前９時～午後５時（土日、祝日を除く）
　　　　☎２２-４１５１（代表）

はい

はい
はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ いいえ

いいえはい

はい

申告受付日程表

問　　市民税課（内線3094～3098）
　　各総合支所市民福祉課
　　・河北総合支所　☎62-2113
　　・雄勝総合支所　☎57-2112
　　・河南総合支所　☎72-2093
　　・桃生総合支所　☎76-2111
　　・北上総合支所   ☎67-2112
　　・牡鹿総合支所　☎45-2112

受付月日 受付時間 行政区
渡波地区（受付会場�渡波公民館）

2月9日(木) 午前9時～11時 幸町、小竹浜、松原町、千刈田、大宮町
午後1時～4時 長浜町、栄田、三和町、浜松町

2月10日(金) 午前9時～11時 渡波町、榎壇
午後1時～4時 黄金浜、祝田、佐須

2月13日(月) 午前9時～11時 万石浦、万石町
午後1時～4時 塩富町、後生橋・宇田川町、流留

2月14日(火) 午前9時～11時 うしお町、さくら町三・四丁目、際
午後1時～4時 鹿松、垂水町、表沢田、原

蛇田地区（受付会場�蛇田公民館）

2月15日(水) 午前9時～11時 谷地（第1、第2）
午後1時～4時 谷地（第3）、福村、裏

2月16日(木) 午前9時～11時 向陽町（一丁目、二丁目）
午後1時～4時 向陽町（三丁目～五丁目）

2月17日(金) 午前9時～11時 丸井戸、中埣
午後1時～4時 わかば、あけぼの、あけぼの北、新谷地前

2月20日(月) 午前9時～11時 上
午後1時～4時 新下前沼、新橋、恵み野（東、西）

2月21日(火) 午前9時～11時 東前沼、境谷地
午後1時～4時 あゆみ野、仲

2月22日(水) 午前9時～11時 沖、浜江場、のぞみ野（第1、第2）
午後1時～4時 のぞみ野（第3、第4）

稲井地区（受付会場�稲井公民館）

2月24日(金) 午前9時～11時 井内、高木
午後1時～4時 沼津、真野、裏沢田

2月27日(月) 午前9時～11時 水沼、美園
午後1時～4時 大瓜、南境

荻浜地区（受付会場�荻浜公民館）

2月28日(火)
午前9時30分
～11時30分
午後1時～4時

月浦、狐崎浜、侍浜、荻浜、折浜、桃浦、福貴浦
牧浜、蛤浜、小積浜、竹浜、鹿立浜

田代地区（受付会場�田代島開発総合センター）

2月28日(火) 午前10時～11時30分
午後1時～2時30分 仁斗田、大泊

釜・大街道地区（受付会場�市役所5階市民サロン）

3月1日(水) 午前9時～11時 上大街道（第1）
午後1時～4時 上大街道（第2、第3）

3月2日(木) 午前9時～11時 上釜
午後1時～4時 下大街道

3月3日(金) 午前9時～11時 下釜（第1、第2）
午後1時～4時 下釜（第3～第5）

山下地区（受付会場�市役所5階市民サロン）

3月6日(月) 午前9時～11時 山下町、清水町、西山町
午後1時～4時 錦町、田道町、末広町、新橋

3月7日(火) 午前9時～11時 貞山
石巻地区（受付会場�市役所5階市民サロン）
3月7日(火) 午後1時～4時 泉町

3月8日(水) 午前9時～11時 羽黒町、かどのわき（東、西）、旭町
宜山町、穀町、双葉町、大手町

午後1時～4時 中央、鋳銭場、南光町、明神山、門脇町、立町

3月9日(木) 午前9時～11時 日和が丘、住吉町、千石町
午後1時～4時 水明北、水明南

駅前・中里地区（受付会場�市役所5階市民サロン）

3月10日(金) 午前9時～11時 駅前北通り、元倉
午後1時～4時 開北

3月13日(月) 午前9時～11時 中里
午後1時～4時 東中里、南中里

3月14日(火) 午前9時～11時 水押、水押公営住宅、大橋
湊・鹿妻地区（受付会場�市役所5階市民サロン）
3月14日(火) 午後1時～4時 鹿妻北、伊原津、不動町

3月15日(水) 午前9時～11時 御所入、鹿妻公営住宅、鹿妻南、松並
午後1時～4時 八幡町、田町、緑町、吉野町、湊町、湊（東、西）

【石巻地区】

受付月日 行政区
2月9日(木) 五味

2月10日(金) 飯野川上町、飯野川仲町、
飯野川本町

2月13日(月) 成田
2月14日(火) 旧屋敷、元相野谷
2月15日(水) 中島上、中島下
2月16日(木) 中野、牧野巣
2月20日(月) 皿貝、馬鞍
2月21日(火) 五十五人、沢田崎山
2月22日(水) 鶴家、岩崎
2月24日(金) 後谷地、吉野
2月27日(月) 飯野本地、飯野新田
2月28日(火) 川の上、二子南、二子西、

二子東3月1日(水)
3月3日(金) 針岡第一、針岡第二
3月6日(月) 福地
3月7日(火) 横川、谷地、入釜谷
3月8日(水) 北境、東福田、梨木舟渡
3月9日(木) 大土、大森
3月10日(金) 辻堂
3月13日(月) 三輪田上
3月14日(火) 三輪田中、三輪田下
3月15日(水) 河北地区予備日

【河北地区】
受付会場�河北総合支所2階会議室
受付時間�午前9時～11時、午後1時～3時30分

受付月日 行政区
2月9日(木) 中山・上谷地、梅木
2月10日(金) 四家、谷地中
2月13日(月) 新田町
2月14日(火) 本町、曽波神
2月15日(水) 道的、三軒谷地
2月16日(木) 新田、砂押
2月17日(金) 柏木
2月20日(月) 町下
2月21日(火) 町上
2月22日(水) 中埣、山根
2月24日(金) 沢田・舘
2月27日(月) 糠塚、しらさぎ台
2月28日(火) 青木、大番所、朝日
3月1日(水) 大沢、箱清水、小崎
3月2日(木) 表沢、俵庭
3月3日(金) 和渕山根、和渕町上
3月6日(月) 和渕町
3月7日(火) 笈入
3月8日(水) 根方、黒沢
3月9日(木) 駅前
3月10日(金) 定川、山崎
3月13日(月)

河南地区全域（予備日）3月14日(火)
3月15日(水)

【河南地区】
受付会場�河南総合支所第２庁舎会議室
受付時間�午前9時～11時、午後1時～3時30分

受付月日 行政区
2月10日(金) 小室
2月13日(月) 大室
2月14日(火) 小泊、小指
2月15日(水) 相川
2月16日(木) 大指
2月17日(金) 小滝
2月20日(月) 長塩谷・白浜
2月21日(火) 吉浜・月浜
2月22日(水) 追波2月24日(金)
2月27日(月) 泉沢2月28日(火)
3月1日(水) 中原3月2日(木)
3月3日(金) 要害
3月6日(月) 大上
3月7日(火) 長尾
3月8日(水) 橋浦大須上、行人前
3月9日(木) 橋浦大須下
3月10日(金) 橋浦本地
3月13日(月)

北上地区全域3月14日(火)
3月15日(水)

【北上地区】
受付会場�北上総合支所等複合施設1階会議室
受付時間�午前9時～11時、午後1時～４時

受付月日 行政区
2月13日(月) 谷川、大谷川、鮫浦
2月14日(火) 網地島（網地） 午前10時～

午後4時2月15日(水) 網地島（長渡）

2月16日(木) 網地島
（網地、長渡）

午前9時～
正午

2月20日(月) 泊
2月21日(火) 前網
2月22日(水) 寄磯
2月24日(金) 大原
2月27日(月) 小網倉
2月28日(火) 給分
3月1日(水) 小渕
3月2日(木) 新山
3月3日(金) 十八成
3月6日(月) 鮎川地区（１区）
3月7日(火) 鮎川地区（３区）
3月8日(水) 鮎川地区（５区）
3月9日(木) 鮎川地区（６区）
3月10日(金)

牡鹿地区全域3月13日(月)
3月14日(火)
3月15日(水)

【牡鹿地区】
受付会場�牡鹿総合支所2階研修室
受付時間�午前9時～11時、午後1時～４時
※2月14日(火)～16日(木)は網地島開発総合セン

ターになります。受付月日 行政区
2月13日(月) 入沢、拾貫
2月14日(火) 太田西
2月15日(水) 小池
2月16日(木) 倉埣
2月17日(金) 深山、牛田
2月20日(月) 樫崎東・山田、樫崎西
2月21日(火) 永井
2月22日(水) 裏永井
2月24日(金) 城内館下
2月27日(月) 城内嶺
2月28日(火) 新田上
3月1日(水) 新田下
3月2日(木) 給人町上
3月3日(金) 給人町下
3月6日(月) 神取上
3月7日(火) 神取下
3月8日(水) 高須賀上、高須賀下
3月9日(木) 寺崎船場、寺崎上
3月10日(金) 寺崎下
3月13日(月) 中津山上
3月14日(火) 中津山下・四軒
3月15日(水) 桃生地区全域

【桃生地区】
受付会場�桃生総合支所2階会議室
受付時間�午前9時～11時、午後1時～４時

※該当地区の日程で都合が悪い場合は、日程
表にある他の日程で申告を行ってください。

受付月日 地区名
2月15日(水) 名振
2月16日(木) 船越
2月17日(金) 荒
2月21日(火) 大須2月22日(水)
2月28日(火) 熊沢
3月1日(水) 羽坂、桑浜
3月7日(火) 立浜、大浜、小島、明神
3月8日(水) 雄勝中央、味噌作、原
3月9日(木) 船戸、唐桑、水浜、分浜、波板
3月13日(月)

雄勝地区全域3月14日(火)
3月15日(水)

【雄勝地区】
受付会場�雄勝総合支所1階会議室4
受付時間�午前9時～11時、午後1時～４時

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止について
・３７．５℃以上の方は、申告受付をお断りさせていただきます。
・せき・くしゃみなど「かぜ」と思われる症状がある方や体調が優れない方は、申告

会場への来場を控えてください。
・郵送申告の内容については、市ホームページをご確認ください。
・来場時の検温、手指のアルコール消毒、マスクの常時着用をお願いします。
◎市役所会場へ車でお越しの方へ
　庁舎に併設する立体駐車場は大変混雑することが予想されますので、ご了承く
ださい。なお、駐車券は申告会場までご持参ください。


